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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パネル体を支持するためのサッシ枠であって、
　前記パネル体が取り付けられるパネル取付部を有する枠本体と、
　前記枠本体の見付け方向両側の室内側面を覆う一対の側面カバー部と、前記枠本体の見
込み方向室内側の前面を覆う前面カバー部とを有する枠カバーと、を備え、
　前記側面カバー部は、見込み方向に窪んで設けられた差込溝を有し、
　前記枠本体は、前記差込溝に差し込まれる差込突出部を有し、
　前記枠カバーは、その背面に設けられる位置保持部材を有し、
　前記枠本体に取り付けられる受け部材を更に備え、
　前記位置保持部材は、前記受け部材に見付け方向にスライド可能に係合されることを特
徴とするサッシ枠。
【請求項２】
　前記枠カバーは、前記枠本体に対する位置を保持可能な第１の位置と、前記枠本体から
取り外し可能な第２の位置との間で、前記枠本体に対して長手方向に移動可能に構成され
ている請求項１記載のサッシ枠。
【請求項３】
　前記受け部材は、前記枠本体を見付け方向両側から挟み込むことにより当該枠本体に対
して取り付けられ、
　前記枠カバーは、前記受け部材に対して取り付けられている請求項１又は２記載のサッ
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シ枠。
【請求項４】
　前記受け部材は、前記枠本体と前記前面カバー部との間に配置された取付部と、前記枠
本体に対して見付け方向の外側に弾性変形した状態で、当該枠本体を見付け方向両側から
挟み込む一対の側辺部とを有する請求項３記載のサッシ枠。
【請求項５】
　前記枠本体は、その見込み方向室内側に複数設けられ、見付け方向の同じ向きに窪んだ
複数の嵌合溝部を有し、
　前記前面カバー部は、その背面に対して見込み方向室外側に複数設けられ、前記複数の
嵌合溝部に嵌合される複数の嵌合突部を有する請求項１～４のいずれか記載のサッシ枠。
【請求項６】
　前記枠カバーは、前記差込溝内に配置された弾性体からなる弾性部材を更に有し、
　前記差込溝内の前記弾性部材に対して前記差込突出部が接触するまで差し込まれている
請求項１から５のいずれか１項記載のサッシ枠。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガラス板等のパネル体を支持するために用いられるサッシ枠に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、カーテンウォールの方立、無目等のサッシ枠について、アルミニウム等の金属製
の押出成形品を枠本体として用い、枠本体の室内側に露出する部位に集成材等からなる木
製カバーを取り付ける構造が提案されている（例えば、特許文献１参照）。これにより、
サッシ枠として必要な強度を金属製の枠本体により確保しつつ、木製カバーの木の質感に
より意匠性に優れた構造が得られる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－６１１１０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、サッシ枠の意匠性を向上させるうえでは、カーテンウォールを室内側からみ
たときのサッシ枠の幅である見付け長さを抑え、サッシ枠をスリム化したい。このために
は、枠本体に取り付けられる木製カバーについて、その見付け長さを抑えつつ、必要な強
度を確保できる構造が求められる。
【０００５】
　本発明は、こうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、枠本体に取り付け
られるカバーについて、強度に優れた構造とすることができるサッシ枠を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のある態様はサッシ枠に関する。このサッシ枠は、パネル体を支持するためのサ
ッシ枠であって、パネル体が取り付けられるパネル取付部を有する枠本体と、枠本体の見
付け方向両側の室内側面を覆う一対の側面カバー部と、枠本体の見込み方向室内側の前面
を覆う前面カバー部とを有する枠カバーと、を備え、側面カバー部は、見込み方向に窪ん
で設けられた差込溝を有し、枠本体は、差込溝に差し込まれる差込突出部を有することを
特徴とする。
【０００７】
　また、枠カバーは、枠本体に対する位置を保持可能な第１の位置と、枠本体から取り外
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し可能な第２の位置との間で、枠本体に対して長手方向に移動可能に構成されていること
が好ましい。
【０００８】
　また、枠本体を見付け方向両側から挟み込むことにより枠本体に対して取り付けられる
受け部材を更に備え、枠カバーは、受け部材に対して取り付けられていることが好ましい
。
【０００９】
　また、受け部材は、枠本体と前面カバー部との間に配置された取付部と、枠本体に対し
て見付け方向両側の外側に弾性変形した状態で、枠本体を見付け方向両側から挟み込む一
対の側辺部とを有することが好ましい。
【００１０】
　また、枠本体は、その見込み方向室内側に複数設けられ、見付け方向の同じ向きに窪ん
だ複数の嵌合溝部を有し、前面カバー部は、その背面に対して見込み方向室外側に複数設
けられ、複数の嵌合溝部に嵌合される複数の嵌合突部を有することが好ましい。
【００１１】
　また、枠カバーは、差込溝内に配置された弾性体からなる弾性部材を更に有し、差込溝
内の弾性部材に対して差込突出部が接触するまで差し込まれていることが好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明のある態様によれば、枠本体に取り付けられる枠カバーについて、強度に優れた
構造とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態に係るサッシ枠が用いられるカーテンウォールの構成を示す
正面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線断面図である。
【図３】図１のＢ－Ｂ線断面図である。
【図４】本発明の一実施形態に係るサッシ枠の構成を拡大して示す平面断面図である。
【図５】（ａ）は、枠本体から受け部材を取り外した状態を示す平面断面図であり、（ｂ
）は、（ａ）のＰ部の拡大図である。
【図６】（ａ）～（ｅ）は位置保持部材と受け部材との位置関係について説明するための
説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１は、本発明の一実施形態に係るサッシ枠１０が用いられるカーテンウォール１の構
成を示す正面図であり、図２は、図１のＡ－Ａ線断面図であり、図３は、図１のＢ－Ｂ線
断面図である。
【００１５】
　カーテンウォール１は、図１に示すように、複数の縦枠３、横枠４を格子状に枠組みし
て構成された枠体２と、枠体２の開口部に取り付けられたパネル体５と、を備える。縦枠
３、横枠４は、パネル体５を支持するためのサッシ枠として用いられる。縦枠３は、図２
に示すように、建物の上下方向に沿って設けられ、建物の柱、梁、床等の躯体６に対して
、図示しないアングル部材等を用いて固定される。横枠４は、図３に示すように、隣り合
う縦枠３間に架け渡され、縦枠３に対して固定される。横枠４は、その室内面に、例えば
、集成材等の木製材料からなる横枠カバー７が取り付けられる。パネル体５は、図示の単
層ガラス板の他に、複層ガラス板等から構成される。
【００１６】
　本実施形態に係るサッシ枠１０は、枠体２の縦枠３に適用されている。以下の説明にお
いては、カーテンウォール１を室内側から見たときにサッシ枠１０の幅となる方向を見付
け方向Ｘとし、カーテンウォール１のパネル体５がなす面に対する法線方向を見込み方向
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Ｙとして説明する。
【００１７】
　サッシ枠１０は、図３に示すように、枠本体１１と、枠カバー３０と、受け部材７０と
、を備える。枠本体１１、受け部材７０は、例えば、アルミニウム等の金属材料から構成
され、金属材料を押出成形等して得られる。枠カバー３０は、例えば、集成材等の木製材
料から構成される。
【００１８】
　枠本体１１は、パネル取付部１５と、幅狭部１８と、幅広部１９とを有する。建物の躯
体６に対しては枠本体１１が固定される。
【００１９】
　パネル取付部１５は、パネル体５が取り付けられる。枠本体１１に対するパネル体５の
取付構造は特に限定するものではなく、公知の取付構造が適用されていてもよい。本実施
形態において、パネル取付部１５は、見付け方向Ｘに窪んだ溝から構成され、見付け方向
Ｘの両側に２つ設けられる。パネル体５は、パネル取付部１５内にその周端部５ａが配置
される。パネル体５の両面側にはバックアップ材、シーリング材等の弾性体１６が配置さ
れる。パネル体５は、パネル取付部１５に対して押縁１７を取り付けることにより、パネ
ル取付部１５内で弾性体１６により挟まれた状態で保持される。
【００２０】
　幅狭部１８は、枠本体１１の見込み方向Ｙの室内側に設けられ、枠カバー３０により覆
われる。幅広部１９は、幅狭部１８に対して見込み方向Ｙの室外側に設けられる。幅広部
１９は、その見付け方向Ｘの長さである見付け長さが、幅狭部１８の見付け長さより長く
設けられる。幅広部１９は、本実施形態において、その見付け方向Ｘの両側面１９ａが、
枠カバー３０の見付け方向Ｘの側面に対して略面一に設けられる。幅広部１９の両側面１
９ａは、枠カバー３０の側面に対して見付け方向Ｘの外側に設けられてもよい。これによ
り、カーテンウォール１の室外側からサッシ枠１０を見たときに、幅広部１９の側面１９
ａから外側に枠カバー３０が突き出して見えなくなる。建物の同フロア内で枠本体１１に
枠カバー３０を取り付ける部屋と取り付けない部屋とがある場合でも、カーテンウォール
１の室外側からサッシ枠１０を見たときに統一した印象が与えられる。
【００２１】
　枠本体１１は、本実施形態において、その見付け方向Ｘに二つに分割した一対の分割枠
１１Ａ、１１Ｂから構成される。一対の分割枠１１Ａ、１１Ｂは、見付け方向Ｘの相対位
置をずらしたうえで、図示しないねじ等により接続可能に構成される。枠本体１１は、そ
の見付け長さを変更可能に構成されることになる。枠本体１１は単一の部材から構成され
てもよい。
【００２２】
　図４は、サッシ枠１０の一部の構成を拡大して示す平面断面図である。図５（ａ）は、
枠本体１１から受け部材７０を取り外した状態を示す平面断面図であり、図５（ｂ）は、
図５（ａ）のＰ部の拡大図である。枠本体１１は、図４に示すように、差込突出部２５を
更に有する。差込突出部２５は、枠本体１１の見付け方向Ｘ両側の室内側面２１より外側
において、見込み方向Ｙの室内側に突出して設けられる。
【００２３】
　枠カバー３０は、一対の側面カバー部３１と、前面カバー部４１とを有する。側面カバ
ー部３１は、枠本体１１の見付け方向Ｘ両側の室内側面２１を外側から覆うように配置さ
れる。前面カバー部４１は、枠本体１１の見込み方向Ｙ室内側の前面２３を外側から覆う
ように配置される。一対の側面カバー部３１及び前面カバー部４１は、一体に設けられて
おり、略コ字状に配置されることになる。
【００２４】
　側面カバー部３１は、差込溝３３と、弾性部材３５と、を有する。差込溝３３は、側面
カバー部３１の室外側端部３１ａにおいて、見込み方向Ｙの室内側に窪んで設けられる。
差込溝３３は、側面カバー部３１の外面に凹みが形成されることにより、その側面カバー
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部３１に対して一体に設けられる。差込溝３３内には、枠本体１１の差込突出部２５が差
し込まれる。
【００２５】
　弾性部材３５は、差込溝３３内に側面カバー部３１の長手方向に沿って連続的又は断続
的に配置される。弾性部材３５は、発泡性シリコンゴム等の弾性体からなり、差込溝３３
の内壁面に対して接着等により固定される。枠本体１１の差込突出部２５は、弾性部材３
５に対して接触するまで差し込まれ、その接触により弾性部材３５が弾性変形した状態で
保持される。
【００２６】
　前面カバー部４１は、その背面４１ａに取り付けられた位置保持部材５１を有する。位
置保持部材５１は、基部５３と、背面突出部５５と、を有する。基部５３は、見付け方向
Ｘに延びた平板状に設けられ、前面カバー部４１の背面４１ａに対してねじ等の固定具５
４により固定される。
【００２７】
　背面突出部５５は、基部５３の背面から室内側に向けて突出して設けられる。背面突出
部５５は、見付け方向Ｘに間隔を空けて設けられた第１背面突出部５５Ａと、第２背面突
出部５５Ｂとを含む。第１背面突出部５５Ａ及び第２背面突出部５５Ｂは、その先端部か
ら見付け方向Ｘに突出した嵌合突部５６が設けられる。嵌合突部５６は、前面カバー部４
１の背面に対して見込み方向Ｙ室外側に複数設けられることになる。第２背面突出部５５
Ｂは、その先端部から嵌合突部５６と反対側の見付け方向Ｘに突出した突片５７が設けら
れる。
【００２８】
　以上の構成の枠カバー３０によれば、側面カバー部３１の室外側端部３１ａが枠本体１
１に対して見付け方向Ｘに変位したとき、差込溝３３の内壁面に差込突出部２５が係合し
、枠本体１１に対する側面カバー部３１の見付け方向Ｘの位置が保持される。この位置保
持を可能とするため、枠カバー３０に対して別部材を取り付ける必要がなくなる。特に、
差込突出部２５と差込溝３３との間に隙間３２があっても、差込溝３３内の弾性部材３５
の弾性復元力により、枠本体１１に対する側面カバー部３１の見付け方向Ｘの位置がより
強固に保持される。また、側面カバー部３１に日射等により反り、捻れ等の面外方向の変
形が生じたとき、差込溝３３の内壁面に差込突出部２５が係合し、その変形が拘束される
。
【００２９】
　受け部材７０は、取付部７１と、一対の間隔保持部７２と、一対の側辺部７３と、係合
突部７４と、を有する。取付部７１は、見付け方向Ｘに延びた平板状に設けられる。取付
部７１は、枠本体１１と前面カバー部４１との間に配置される。取付部７１は、見込み方
向Ｙに貫通した貫通孔７１ａが形成される。枠本体１１の前面２３には見込み方向Ｙに貫
通した雌ねじ孔２４が形成される。本実施形態においては、分割枠１１Ａ、１１Ｂの見付
け長さの変動に対応するため、分割枠１１Ａ、１１Ｂの一方に雌ねじ孔２４が、他方に貫
通孔２７が、それぞれ施工現場での加工により形成される。
【００３０】
　取付部７１の貫通孔７１ａには、ねじ７５が挿通され、そのねじ７５は枠本体１１の雌
ねじ孔２４にねじ込まれ、受け部材７０が枠本体１１に対して固定される。本実施形態に
おいて、ねじ７５は分割枠１１Ａ、１１Ｂの一方の雌ねじ孔２４と他方の貫通孔２７とを
貫通する。取付部７１の室外側には、ねじ７５の頭部からなる突起部７６が形成される。
突起部７６は、ねじ７５を用いることなく、予め取付部７１に形成されてもよい。
【００３１】
　間隔保持部７２は、取付部７１から室外側に向けて突出して設けられる。一対の間隔保
持部７２は、枠本体１１に対して受け部材７０が固定されたとき、枠本体１１の前面２３
に接触する。このとき、一対の間隔保持部７２は、枠本体１１の前面２３に対して取付部
７１が略平行となるように、取付部７１からの長さが調整される。本実施形態においては
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、取付部７１からの長さが略同一に調整される。これにより、枠本体１１の前面２３に対
する受け部材７０の取付部７１の傾きが抑えられる。
【００３２】
　側辺部７３は、取付部７１の見付け方向Ｘに間隔を空けて、取付部７１から室外側に向
けて突出して設けられ、枠本体１１と側面カバー部３１との間に配置される。側辺部７３
は、図４、図５（ａ）に示すように、その基端側から先端側にかけて基端部７３ａと、挟
持部７３ｂと、枠案内部７３ｃと、を有する。これら部位は、例えば、平板状の側辺部７
３を曲げ加工等することにより一体に設けられる。一対の側辺部７３は、基端部７３ａ同
士の間隔より挟持部７３ｂ同士の間隔が狭く設けられ、枠案内部７３ｃは、側辺部７３の
先端側に向かうにつれて、見付け方向Ｘの外側に広がるように傾斜して設けられる。
【００３３】
　一対の側辺部７３は、見付け方向Ｘの外側に弾性変形可能に構成され、見付け方向Ｘの
両側から枠本体１１を挟み込むことにより、枠本体１１に対して取り付けることができる
。このとき、一対の側辺部７３は、その弾性反発力により、それぞれ見付け方向Ｘの内側
に向けて付勢され、その付勢力により枠本体１１に対して保持される。本実施形態におい
ては、図５（ｂ）に示すように、見付け方向Ｘの外側に向けて弾性変形を生じやすくする
ため、取付部７１寄りの部位の内面に複数の溝７３ｄが形成される。
【００３４】
　一対の側辺部７３は、枠本体１１に対して取り付けたときに、それぞれの付勢力がほぼ
同じとなるように調整される。この付勢力の調整は、各側辺部７３の形状、厚さ等の寸法
を同じとすることにより実現できる。これにより、枠本体１１に対する受け部材７０の見
付け方向Ｘの相対位置が調整される。この付勢力は、例えば、枠本体１１の見付け方向Ｘ
の中心位置に対して、取付部７１の見付け方向Ｘの中心位置が近づくように調整される。
受け部材７０は、枠本体１１に対する相対位置が調整された状態を保持するため、枠本体
１１に対してねじ７５により固定される。
【００３５】
　図４、図５（ａ）に戻り、一対の側辺部７３は、受け部材７０を取り付ける部位での枠
本体１１の見付け長さより、枠案内部７３ｃの先端での内面同士の間隔が大きくなるよう
に構成される。受け部材７０を枠本体１１に取り付けるとき、各側辺部７３の枠案内部７
３ｃの内面に枠本体１１を接触させた状態で、受け部材７０を枠本体１１に対して押し込
んで取り付けることができ、施工性が向上する。
【００３６】
　一対の側辺部７３は、受け部材７０を取り付ける部位での枠本体１１の見付け長さより
、挟持部７３ｂの内面同士の間隔が小さくなるように構成される。これにより、枠本体１
１を見付け方向Ｘの両側から挟み込むことができる。枠本体１１が分割枠１１Ａ、１１Ｂ
から構成されている場合、枠本体１１の見付け長さの最小長さを予め定めておき、その最
小長さより、挟持部７３ｂの内面同士の間隔が小さくなるように構成する。
【００３７】
　係合突部７４は、取付部７１から室内側に向けて突出して設けられる。係合突部７４は
、見付け方向Ｘに間隔を空けて二つ設けられ、それらの先端部７４ａが見付け方向Ｘの同
じ向きに突出して略Ｌ字状に形成される。係合突部７４と取付部７１とにより見付け方向
Ｘの同じ向きに窪んだ複数の嵌合溝部７７が形成される。嵌合溝部７７は、枠本体１１に
対して見込み方向Ｙ室内側に複数設けられることになる。係合突部７４の先端部７４ａか
らは室内側に向けて突出するカバー案内部７４ｂが設けられる。カバー案内部７４ｂは、
見込み方向Ｙを通る方向軸に対して見付け方向Ｙに傾斜して設けられる。この傾斜する方
向は、嵌合溝部７７の窪んでいる方向と同じになる。
【００３８】
　図６は、位置保持部材５１と受け部材７０との位置関係について説明するための説明図
であり、（ａ）、（ｄ）はその平面断面図であり、（ｂ）、（ｃ）、（ｅ）は室外側から
位置保持部材５１を見た正面図である。図６（ａ）、（ｄ）はそれぞれ図６（ｂ）、（ｅ
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）に対応している。図６（ｂ）、（ｃ）、（ｅ）では受け部材７０の突起部７６の位置に
ついて二点鎖線で示している。
【００３９】
　位置保持部材５１の嵌合突部５６は、受け部材７０の嵌合溝部７７内に、枠本体１１の
長手方向にスライド可能に嵌合される。嵌合溝部７７内で嵌合突部５６をスライドさせる
ことにより、枠カバー３０が枠本体１１の長手方向に移動する。枠カバー３０を長手方向
の一方に移動させたとき、その移動は、床面８に係合することにより規制される。この移
動は、床面８以外に、他の部材やサッシ枠等と係合することにより規制されてもよい。
【００４０】
　位置保持部材５１の突片５７は、その長手方向に沿って間隔を空けて複数設けられ、複
数の突片５７間には切欠部５８が設けられる。一方の嵌合突部５６と突片５７とは、枠カ
バー３０の長手方向の移動が規制された移動規制位置にあるとき、受け部材７０の係合突
部７４と突起部７６との間に配置される。
【００４１】
　枠カバー３０の室内側端部３０ｂにおいて、枠本体１１に対して枠カバー３０が見付け
方向Ｘ、見込み方向Ｙに変位したとき、位置保持部材５１の嵌合突部５６や突片５７が受
け部材７０の嵌合溝部７７や突起部７６に係合する。これにより、見付け方向Ｘ及び見込
み方向Ｙの位置が保持されるように、枠本体１１に対して枠カバー３０が取り付けられる
ことになる。このとき、枠カバー３０が見付け方向Ｙに変位しても枠本体１１から取り外
れないように、受け部材７０の係合突部７４や位置保持部材５１の嵌合突部５６は、その
肉厚等の寸法が調整される。
【００４２】
　一方、枠カバー３０は、図６（ｃ）に示すように、移動が規制される方向とは反対側の
長手方向の他方に移動させたとき、枠本体１１から取り外し可能に構成されている。具体
的には、枠カバー３０を移動規制位置から長手方向の他方に移動させて、受け部材７０の
突起部７６に対して見付け方向Ｘに切欠部５８が配置されるようにする。これにより、図
６（ｄ）、（ｅ）に示すように、枠カバー３０を見付け方向Ｘに移動させたとき、切欠部
５８内に突起部７６が収まり、受け部材７０の嵌合溝部７７内から位置保持部材５１の嵌
合突部５６を抜き出す見付け方向Ｘの移動が許容される。枠カバー３０は、見付け方向Ｘ
に移動させた後、室内側に向けて移動させることにより枠本体１１から取り外される。
【００４３】
　以上のように、枠カバー３０は、枠本体１１に対する位置が保持される移動規制位置と
、枠本体１１から取り外し可能な取外位置との間で、枠本体１１に対して長手方向に移動
可能に構成されており、いわゆるケンドン式に枠本体１１に対して取り付けられている。
特に、本実施形態に係る枠カバー３０は、見付け方向Ｘの同じ向きに窪んだ複数の嵌合溝
部７７に対して、枠カバー３０の複数の嵌合突部５６を嵌合させている。よって、枠本体
１１に対して枠カバー３０をケンドン式に取り付けつつ、嵌合突部５６と嵌合溝部７７と
の嵌め合いにより両者の相対位置を強固に保持することができる。
【００４４】
　なお、枠本体１１に対して枠カバー３０を取り付けたとき、枠カバー３０の見込み方向
Ｙの位置が保持されているので、図４に示すように、側面カバー部３１の弾性部材３５が
、枠本体１１の差込突出部２５と接触して弾性変形した状態で保持される。
【００４５】
　また、枠カバー３０を枠本体１１に対して取り付けるときは、枠本体１１の室内側端部
が枠カバー３０の開口から入り込むように移動させる。このとき、位置保持部材５１の背
面突出部５５の先端部が受け部材７０のカバー案内部７４ｂに接触し、その状態のまま枠
カバー３０を移動させることにより、カバー案内部７４ｂにより案内されて枠本体１１に
対する見付け方向Ｘの相対位置が調整される。位置保持部材５１が枠本体１１の前面２３
に接触するまで移動させたとき、枠カバー３０の差込溝３３に対して枠本体１１の差込突
出部２５が差し込まれる。この後、枠カバー３０を取外位置まで見付け方向Ｘに移動させ
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、枠カバー３０を移動規制位置まで長手方向に移動させる。
【００４６】
　本実施形態に係るサッシ枠１０によれば、側面カバー部３１の差込溝３３に対して、枠
本体１１の差込突出部２５が差し込まれている。このため、側面カバー部３１の反り、捻
れ等の面外方向の変形が差込突出部２５により拘束され、側面カバー部３１について強度
に優れた構造となる。よって、側面カバー部３１の見付け方向Ｘの長さを抑えつつも強度
を確保できる。
【００４７】
　また、枠カバー３０が枠本体１１に対していわゆるケンドン式に取り付けられているた
め、枠カバー３０の取付作業時の作業性に優れているうえ、枠カバー３０が枠本体１１か
ら取り外れにくい。
【００４８】
　また、受け部材７０は、枠本体１１を見付け方向Ｘ両側から挟み込むことにより枠本体
１１に対して取り付けることができるため、枠本体１１の見付け長さに変動があっても、
その変動を吸収して枠本体１１に対して枠カバー３０を取り付けることができる。特に、
一対の側辺部７３の弾性変形を利用して枠本体１１に対して受け部材７０を取り付けるの
で、取り付け時の作業性に優れる。また、枠本体１１に対する受け部材７０の見付け方向
Ｘの相対位置が調整されるようにすれば、枠本体１１に対して見付け方向Ｘの相対位置を
精度良く合わせて枠カバー３０を取り付けることができる。また、枠本体１１に対する受
け部材７０の取付部７１の傾きが間隔保持部７２により抑えられるようにすれば、枠本体
１１に対する傾きを抑えて受け部材７０を取り付けることができる。
【００４９】
　また、枠カバー３０は、枠本体１１に対して、ねじ、接着等により拘束された状態で固
定されていない。このため、地震等によりカーテンウォール１が面内方向に変形したとき
でも、枠本体１１の変形に対して枠カバー３０の変形が抑えられ、枠カバー３０の破壊を
防止できる。また、枠カバー３０について木製材料を用いたときでも、枠カバー３０の長
手方向の伸縮変形による破壊を防止できる。また、枠カバー３０について木製材料を用い
たとき、枠カバー３０の側面カバー部３１と前面カバー部４１とに継ぎ目がないため、意
匠性に優れている。また、枠カバー３０の表面にねじが露出しない構造となっており、意
匠性に優れている。また、木製材料の枠カバー３０が腐ったときでも、金属製の枠本体１
１を残して枠カバー３０のみを簡単に交換できる。
【００５０】
　以上、実施の形態に基づき本発明を説明したが、実施の形態は、本発明の原理、応用を
示しているにすぎない。また、実施の形態には、請求の範囲に規定された本発明の思想を
逸脱しない範囲において、多くの変形例や配置の変更が可能である。
【００５１】
　上述の実施形態係るサッシ枠１０は、枠体２の縦枠３に適用された場合を例示したが、
枠体２の横枠４に適用されていてもよい。また、枠本体１１は幅広部１９が設けられてい
なくともよい。また、枠本体１１の嵌合溝部７７は、枠本体１１に対して受け部材７０を
取り付けず、枠本体１１の前面２３に設けられてもよい。また、枠カバー３０の嵌合突部
５６は位置保持部材５１に設けられている場合を例示したが、前面カバー部４１の背面に
位置保持部材５１とは別に設けられていてもよい。また、受け部材７０は、枠本体１１を
見付け方向Ｘ両側から挟み込むことにより、枠本体１１に対して取り付けることができれ
ばよく、例えば、クランプ機構により取り付けられていてもよい。
【符号の説明】
【００５２】
１０：サッシ枠、１１：枠本体、１５：パネル取付部、２１：室内側面、２３：前面、２
５：差込突出部、３０：枠カバー、３１：側面カバー部、３３：差込溝、３５：弾性部材
、４１：前面カバー部、７０：受け部材、７１：取付部、７３：側辺部、
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